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会員プレー料金改定並びにキャンセル規定設定に伴う会則一部変更のお知らせ 

 

謹啓 処暑の候 会員の皆様にはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素は当クラブへ格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、この度、下記の通り会員様の土日祝日プレー料金（カートフィ）の改定および

キャンセル規定の設定をさせていただくことになりました。 

これに伴い会則が一部変更になりますので本書をもってお知らせいたします。なお、

プレー料金の改定およびキャンセル規定設定の理由、改定に伴う会則一部変更の内容・

効力発生日につきましては下記に記載しておりますのでご確認いただきますよう宜し

くお願い申し上げます。 

なお、当該プレー料金の改定並びにキャンセル規定設定に伴う会則一部変更につき

ましては７月１５日（月）のあさひヶ丘カントリークラブの理事会において承認いただ

きましたことを申し添えます。 

今後とも快適なクラブライフを会員の皆様にお過ごしいただけるゴルフ場を目指し

て、参りますので、引き続きご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 

謹白 

 

１． 会員プレー料金の改定 

１） 改定実施の理由 

当クラブでは、無料プレー券の発行枚数を２０１８年より減らし２０２４年に

廃止を致しましたが、会員様のプレー料金につきまして、２０１４年２月にＰＧ

Ｍグループが運営を開始して以降、企業努力を重ね、プレー料金を維持し続けて

参りました。しかしながら、２０１４年と比較して最低賃金が上昇（栃木県の最

低賃金は２０１４年度７３３円でしたが、２０２３年度は９５４円で約３０％

の上昇）し、また近年の世界情勢や円高の影響により、原油価格が上昇し、ガソ

リン代が高騰（経済産業省 資源エネルギー庁の給油所小売価格調査によりま

すと栃木県の１リットルあたりのレギュラーガソリン価格は、２０１４年４月

から２０１５年３月までは年平均約１５６．８円でしたが、２０２３年４月から

２０２４年３月までの年平均が約１７３．９円と約１０．９％上昇）しておりま

す。これにより運営経費が上昇しておりますので、企業努力のみでこれを吸収し、



サービスの提供を維持することが困難な状況であることから、この度、会員の皆

様のプレー料金を次ページの「２）会員プレー料金改定の詳細」のとおり改定さ

せていただくことと致しました。 

尚、昨今の様々な物価上昇状況のもと、ゴルフカートナビの全台設置（２０２１

年度）や老朽化したカートの新車入替（２０２３年度２０台・２０２４年度５

台）、富士コース内の老朽化した売店の解体及びトイレの新築（２０２３年度）

など様々な設備投資を実施しております。今後も会員の皆様が快適なクラブラ

イフお過ごしいただけるよう鋭意努力して参ります。 

この度の会員様プレー料金の改定させていただきますこと、何卒ご理解の程、よ

ろしくお願い申し上げます。 

 

２） 会員プレー料金改定の詳細 

①会員プレーフィ（消費税込） 

 【現行】２０２４年１２月３１日迄 

 土曜 日曜日・祝日 

正会員 ５，１１５円 ５，１１５円 

平日会員 ５，１１５円 ― 

 

【改定】２０２５年１月１日 

 土曜 日曜日・祝日 

正会員 ５，６６５円 ５，６６５円 

平日会員 ５，６６５円 ― 

※月曜から金曜の平日プレー料金の改定はございません。 

※プレーフィは、グリーンフィ、諸経費、カートフィ等の合計金額（消費税

込）です。 

※ゴルフ場利用税が別途かかります。 

 

②追加ハーフカートフィ（消費税込） 

【現行】２０２４年１２月３１日迄 

 土曜 日曜日・祝日 

正会員 ８２５円 ８２５円 

平日会員 ８２５円 ― 

【改定】２０２５年１月１日 

 土曜 日曜日・祝日 

正会員 １，１００円 １，１００円 

平日会員 １，１００円 ― 



 

   ③会員プレー料金変更の効力発生日 

      ２０２５年１月１日のプレーから適用 

 

 

２． 会員プレー料金改定の会則改定日 

会員プレー料金改定に伴い、２０２５年１月１日を効力発生日として会則別紙４

「会員プレー料金」を上述の改定内容のとおり、一部変更させていただきます。 

 

 

３． キャンセル規定の設定について 

１）設定理由 

コロナ禍が明け、会員様からプレーのご希望が増加している中において、早期

にプレーの予約を押さえていながら、プレー日の１週間前から前日までの直前

にご予約をキャンセルされる方が少なくなく、会員様のご要望にお応えしかね

る状況が発生しております。多くの会員様にプレーをお楽しみいただき、プレ

ー機会の損失を減らすため、キャンセル料を設定することにいたしました。 

 

２）キャンセル料の設定内容 

●２組以下１組単位 プレー当日含む７日前より土日祝日８，０００円 

●３組以上１組単位 プレー当日含む１４日前より土日祝日８，０００円 

●１人予約／組合せ枠 開催決定後（プレー前日の正午以降）はお一人様につき 

平日１，０００円、土日祝日２，０００円 

免責事由他 

・ゴルフ場がクローズした場合、キャンセル料は発生しません。 

・ハーフプレーはキャンセル料対象外となりますが、事前にご連絡をお願いいた

します。 

・無連絡キャンセルの場合は全日予約時料金の 100%×人数分を申し受けます。 

・キャンセル料は予約代表者様に対し SMS等を通じてご請求いたします。 

・キャンセル料発生タイミング以降の日程変更や組数減は、免責事由には 

  なりません。 

・以下期間の平日におけるキャンセル料は土日祝扱いとなります。 

ＧＷ（昭和の日と憲法記念日の間）、お盆（８／１２～８／１５）、 

年末年始（１２／２８～１／４） 

  ※競技キャンセル規定は競技日程表に記載がある為、会則記載を省きます。 

 



３）キャンセル規定の会則改定日とキャンセル規定適用開始日 

会則改定日は２０２４年１０月１日、キャンセル料の発生は２０２５年４月１日    

のプレーより適用となります。 

 

４． 会員プレー料金改定キャンセル料規定設定に伴う会則一部変更 

会員プレー料金改定を２０２５年１月１日効力発生日、キャンセル規定設定適用

を２０２４年１０月１日として会則別紙４「会員プレー料金」を上述の改定内容

のとおり、一部変更させていただきます。 

 

 

５．会則一部変更の新旧対照表及び周知 

１）会員プレー料金改定、キャンセル料規定設定に伴う会則一部変更の詳細につきま

しては、会則別紙４の新旧対照表、会則別紙４の②新設、改定施行日２０２４年

１０月１日付及び２０２５年１月１日付けの変更後それぞれの会則本文（会則本

文は会則第２９条の会則改定日以外に変更ございません。）並びに改定後の別紙

４を同封いたしますとともに、ゴルフ場内の掲示板に掲示及びホームページ上に

開示致しますので、内容をご確認頂けますようお願い申し上げます。 

 

 ２）会員様のプレースタイルとして１ラウンドの他、ハーフプレーをご提供してまい

りましたが、会則別紙４「会員プレー料金」に記載がございませんでしたので、

上記５．１）の会則改定の時より、会則の別紙４に同封の会則別紙４の新旧対照

表のとおり、ハーフプレーフィおよびハーフプレー割増カートフィを記載させて

いただきます。本件の記載漏れに関し、大変申し訳ございませんでした。 

以上 

 

 

本件に関するお問い合わせ先 

〒３２８－００６５ 

栃木県栃木市小野口町１３５１ 

あさひヶ丘カントリークラブ 

電話：０２８２－２３－７１８１ 

 

 

※今回のお知らせは、２０２４年８月１４日時点で弊社に会員登録されている皆

様にご案内させていただいております。お知らせ受領時に退会等されている場合

はご容赦下さい。 


